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公布された法令のあらまし 

 

◎使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例（条例第41号） 

政党助成法の一部改正により、何人も都道府県の選挙管理委員会に対して支部報告書及び支部総括文書並び

に監査意見書の写しの交付を請求することができることとされることに伴い、当該写しの交付に係る手数料に

ついて所要の整備を行うこととした。 

◎本人確認情報等の提供、利用及び保護に関する条例の一部を改正する条例（条例第42号） 

 住民基本台帳法の一部改正により、同法に規定する本人確認情報等を提供し、又は利用することができる事

務（以下「法定事務」という。）が追加されたことに伴い、本人確認情報等の提供、利用及び保護に関する条例

で定める本人確認情報等を提供し、又は利用することができる事務から法定事務と重複する事務を削除する等

所要の整備を行うこととした。 

◎本人確認情報等の提供、利用及び保護に関する条例及び個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条

例の一部を改正する条例（条例第43号） 

 兵庫県立大学及び芸術文化観光専門職大学の授業料及び入学料の減免申請に係る申請者の負担軽減を図るた

め、知事がその処理に当たり本人確認情報等及び個人番号を利用することができる事務に、当該授業料及び入

学料の減免に要する費用の支弁に関する事務を追加する等所要の整備を行うこととした。 

◎インターネット上の誹
ひ

謗
ぼう

中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例（条例第44号） 

 インターネット上の人権侵害に関し、県、県民、事業者及び市町の責務を明らかにするとともに、県が実施

する基本的施策を定めることで、人権侵害を許さない、全ての人の人権が尊重される社会を実現するため、こ

の条例を定めることとした。 

１ 定義 

この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによるものとする。 

(1) 「人種等の属性」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病、性的指向（性的指

向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に規定する性的指向

をいう。）、ジェンダーアイデンティティ（同法に規定するジェンダーアイデンティティをいう。）その他の

属性をいう。 

(2) 「人権侵害情報」とは、次に掲げるものを含む情報その他の情報であって、当該情報が流通することで

他人の権利を侵害すると認められるものをいう。 

ア 誹
ひ

謗
ぼう

中傷 

イ 通常他人に知られたくない個人に関する事項であって、特定の個人を識別することができると認めら

れるもの 
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ウ 人種等の属性を理由とした不当な差別的取扱いをすることを助長し、若しくは誘発すると認められる

言動又は侮辱（以下「不当な差別」という。） 

(3) 「人権侵害行為」とは、特定電気通信（特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等へ

の対処に関する法律（以下「法」という。）に規定する特定電気通信をいう。以下同じ。）により人権侵害

情報を流通させることをいう。 

２ 県の責務 

県は、国及び市町との連携を図りつつ、人権侵害行為の防止に関する施策及び人権侵害行為により被害を

受けたとする者（以下「被害者」という。）の支援に関する施策（以下「人権侵害行為防止・被害者支援施策」

という。）を策定し、及び実施するものとする。 

３ 県民の責務 

県民は、人権侵害行為は許されないものであるとの認識を深め、これを行わないようにするとともに、国、

県及び市町が実施する人権侵害行為防止・被害者支援施策に協力するよう努めなければならないものとする。 

４ 事業者の責務 

事業者は、人権侵害行為の防止及び被害者の支援の必要性についての理解を深めるとともに、その事業活

動を行うに当たっては、国、県及び市町が実施する人権侵害行為防止・被害者支援施策に協力するよう努め

なければならないものとする。 

５ 市町の責務 

市町は、国及び県との連携を図りつつ、その地域の実情に応じ、人権侵害行為防止・被害者支援施策を策

定し、及び実施するよう努めなければならないものとする。 

６ 啓発等 

県は、県民及び事業者の人権尊重の理念に対する理解の促進及び特定電気通信の利用に関するリテラシー

の向上を図るため、人権侵害行為の防止に関する啓発、教育その他必要な施策を実施するものとする。 

７ 相談及び支援 

県は、被害者の心理的負担の軽減等を図るため、人権侵害行為に関する相談体制を整備するとともに、必

要に応じて、次に掲げる支援を行うものとする。 

(1) 特定電気通信役務提供者（法に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。）に対して特定電気

通信により流通する人権侵害情報を削除する措置（以下「削除措置」という。）を講ずるよう申出を行う方

法その他の必要な情報の提供及び助言 

(2) 相談の内容に応じた専門的な知識又は技能を有する者の紹介 

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、被害者の心理的負担の軽減等を図るために必要な支援 

８ 人権侵害情報のモニタリング等 

(1) 県は、特定電気通信により流通する人権侵害情報（不当な差別が含まれるものに限る。(2)及び９におい

て同じ。）であって、集団（特定個人（県内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。以下同じ。）によ

り構成される集団をいう。以下同じ。）又は県内の特定の地域に関するものがないかどうかについて、モニ

タリングその他の必要な措置を講ずることができるものとする。 

(2) 県は、(1)の措置により人権侵害情報が特定電気通信により流通していることを把握した場合であって、

必要があると認めるときは、国、市町、特定電気通信役務提供者その他関係機関に対し、情報提供その他

必要な措置を講ずることができるものとする。 

９ 削除措置の要請 

 知事は、次に掲げる場合には、特定電気通信役務提供者に対し、削除措置を講ずるよう要請することが

できるものとする。 

(1) 特定個人若しくは集団又は県内の特定の地域に関する人権侵害情報が特定電気通信により流通している

ことが明らかであり、その流通によって自己の権利を侵害されたとする者からの申出があった場合（当該

者が特定電気通信役務提供者に対し、削除措置を講ずるよう申出を行ってもなお当該申出に係る削除措置

が講じられていない場合に限る。） 

(2) ８(1)の措置により集団又は県内の特定の地域に関する人権侵害情報が特定電気通信により流通してい

ることを把握した場合 

10 指導又は助言 

(1) 知事は、９の要請を行ってもなお削除措置が講じられていない場合で、人権侵害行為を行った者が明ら

かであり、必要があると認めるときは、当該者に対し、必要な指導又は助言を行うことができるものとす
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る。 

(2) 知事は、(1)の指導又は助言を行おうとするときは、あらかじめ、当該人権侵害行為を行った者に対し、

意見を述べる機会を与えるものとする。 

11 削除措置の要請等の基準 

(1) 知事は、９の要請及び10(1)の指導又は助言については、別に定める基準に基づき行うものとする。 

(2) 知事は、(1)の基準を定めるに当たっては、表現の自由その他の国民の権利を不当に侵害しないように留

意するものとする。 

(3) 知事は、(1)の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。これを変更したときも、同

様とする。 

12 削除措置の要請等の状況の公表 

知事は、毎年度１回、次に掲げる事項を公表するものとする。 

(1) ９の削除措置の要請に係る前年度における実施状況 

(2) 10(1)の指導又は助言に係る前年度における実施状況 

(3) その他知事が必要と認める事項 

13 行財政上の措置等 

県は、人権侵害行為防止・被害者支援施策を推進するため、行政上又は財政上の措置その他の必要な措置

を講ずるものとする。 

◎兵庫県住宅再建共済制度条例の一部を改正する条例（条例第45号） 

 南海トラフ地震の被害想定の発表、自然災害の激甚化及び頻発化、被災者生活再建支援法による被災者生活

再建支援制度の拡充その他の兵庫県住宅再建共済制度（以下「共済制度」という。）を取り巻く環境の変化を踏

まえ、更なる共済制度の安定性及び信頼性の確保等を図るため、共済制度の運営を委託する公益財団法人兵庫

県住宅再建共済基金が金融機関から資金の貸付けを受けた場合における県による当該金融機関への損失補償に

係る規定を削除するとともに、大規模な自然災害が発生した場合に給付する共済給付金の総額に上限を設ける

等所要の整備を行うこととした。 

◎ひょうご防災減災推進条例の一部を改正する条例（条例第46号） 

 阪神・淡路大震災から30年が経過し、その経験と教訓の風化が懸念されること等から、その経験と教訓を世 

代や地域を超えて繋
つな

いでいくことを明確化する等所要の整備を行うこととした。 

◎兵庫県立特別支援学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第47号） 

１ 兵庫県立いなみ野特別支援学校及び兵庫県立東はりま特別支援学校に在学する児童及び生徒の増加に対応

し、特別支援教育の充実に資するため、新たに兵庫県立かこがわ清流特別支援学校を次のとおり設置するこ

ととした。 

名称 位置 部 設置年月日 

兵庫県立かこがわ清流特別支援学校 加古川市 

小学部 

中学部 

高等部 

令和８年11月１日 

令和８年11月１日 

令和８年１月１日 

２ 兵庫県立むこがわ特別支援学校に聴覚部門が開設されることを踏まえ、兵庫県立こばと聴覚特別支援学校

を廃止することとした。 

◎職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（条例第48号） 

 人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告並びに国及び他の地方公共団体の職員の給与等との均衡を

考慮し、職員の給与改定を行う等所要の措置を講ずることとした。 

◎公立学校教育職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例（条例第49号） 

 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の改正により、教員の処遇の改善が図られ

ること等を踏まえ、他の地方公共団体の教職員の給与との均衡等を考慮し、関係条例について所要の整備を行

うこととした。 
 

条 例 

 

使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年12月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  
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兵庫県条例第41号 

使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

使用料及び手数料徴収条例（平成12年兵庫県条例第12号）の一部を次のように改正する。 

 別表第４の56の部を次のように改める。 

 56 政党助成法に関する手数料 

名  称 事  務  の  区  分 金   額 

支部報告書等の写し

の交付手数料 

政党助成法（平成６年法律第５号）第32条第５項

の規定に基づく支部報告書、支部総括文書又は監

査意見書の写しの交付 

用紙１枚につき 

10円 

附 則 

この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 

本人確認情報等の提供、利用及び保護に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年12月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

兵庫県条例第42号 

本人確認情報等の提供、利用及び保護に関する条例の一部を改正する条例 

 本人確認情報等の提供、利用及び保護に関する条例（昭和16年兵庫県条例第12号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第２の２中「第18条第17項」を「第18条第18項」に改め、同表４を次のように改める。 

 ４ 削除 

 別表第２の７を次のように改める。 

 ７ 削除 

 別表第２の９の５を削る。 

 別表第３中３の項を削り、４の項を３の項とし、５の項を４の項とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 本人確認情報等の提供、利用及び保護に関する条例及び個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年12月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

兵庫県条例第43号 

本人確認情報等の提供、利用及び保護に関する条例及び個人番号の利用、特定個人情報の提供等

に関する条例の一部を改正する条例 

 （本人確認情報等の提供、利用及び保護に関する条例の一部改正） 

第１条 本人確認情報等の提供、利用及び保護に関する条例（平成16年兵庫県条例第12号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第２に次のように加える。 

  32 兵庫県立大学及び芸術文化観光専門職大学における授業料及び入学料の減免に要する費用の支弁に関

する事務であって規則で定めるもの 

 （個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部改正） 

第２条 個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例（平成27年兵庫県条例第38号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第１の１の款(8)の項を同款(9)の項とし、同款(7)の項の次に次のように加える。 
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(8) 兵庫県立大学及び芸術文化観光専門職大学における授業料及び入学料の減免に要

する費用の支弁に関する事務であって規則で定めるもの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

インターネット上の誹
ひ

謗
ぼう

中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例をここに公布する。 

  令和７年12月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

兵庫県条例第44号 

インターネット上の誹
ひ

謗
ぼう

中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例 

 インターネットを利用して相互に交流を図ることができるサービス等の普及により、私たちは自らの意見を

自由に発信し、多くの人々とコミュニケーションを図り、情報を共有することができるようになった。その一

方で、インターネット上の誹
ひ

謗
ぼう

中傷、プライバシーを侵害する情報、差別的言動等の発信及び拡散による人権

侵害が跡を絶たず、深刻な社会問題となっている。 

他者をおとしめ、傷つける行為は、いかなる場合であっても許されるものではない。私たち一人一人がこの

認識の下に、誰もがインターネット上の人権侵害の被害を受け、又は生じさせてしまうことのないよう、イン

ターネットの利用に関するリテラシーの向上を図り、表現の自由等に配慮しつつ、社会全体でインターネット

上の人権侵害の防止に取り組むとともに、人権侵害による被害を受けた者に対する支援を行う必要がある。 

ここに、インターネット上の人権侵害に関し、県、県民、事業者及び市町の責務を明らかにするとともに、

県が実施する基本的施策を定めることで、人権侵害を許さない、全ての人の人権が尊重される社会を実現する

ため、この条例を制定する。 

（定義） 

第１条 この条例において「人種等の属性」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病、

性的指向（性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令

和５年法律第68号）第２条第１項に規定する性的指向をいう。）、ジェンダーアイデンティティ（同条第２項

に規定するジェンダーアイデンティティをいう。）その他の属性をいう。 

２ この条例において「人権侵害情報」とは、次に掲げるものを含む情報その他の情報であって、当該情報が

流通することで他人の権利を侵害すると認められるものをいう。 

(1) 誹
ひ

謗
ぼう

中傷 

(2) 通常他人に知られたくない個人に関する事項であって、特定の個人を識別することができると認められ

るもの 

(3) 人種等の属性を理由とした不当な差別的取扱いをすることを助長し、若しくは誘発すると認められる言

動又は侮辱（以下「不当な差別」という。） 

３ この条例において「人権侵害行為」とは、特定電気通信（特定電気通信による情報の流通によって発生す

る権利侵害等への対処に関する法律（平成13年法律第137号。以下「法」という。）第２条第１号に規定する

特定電気通信をいう。以下同じ。）により人権侵害情報を流通させることをいう。 

（県の責務） 

第２条 県は、国及び市町との連携を図りつつ、人権侵害行為の防止に関する施策及び人権侵害行為により被

害を受けたとする者（以下「被害者」という。）の支援に関する施策（以下「人権侵害行為防止・被害者支援

施策」という。）を策定し、及び実施するものとする。 

（県民の責務） 

第３条 県民は、人権侵害行為は許されないものであるとの認識を深め、これを行わないようにするとともに、

国、県及び市町が実施する人権侵害行為防止・被害者支援施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、人権侵害行為の防止及び被害者の支援の必要性についての理解を深めるとともに、その事

業活動を行うに当たっては、国、県及び市町が実施する人権侵害行為防止・被害者支援施策に協力するよう

努めなければならない。 
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（市町の責務） 

第５条 市町は、国及び県との連携を図りつつ、その地域の実情に応じ、人権侵害行為防止・被害者支援施策

を策定し、及び実施するよう努めなければならない。 

（啓発等） 

第６条 県は、県民及び事業者の人権尊重の理念に対する理解の促進及び特定電気通信の利用に関するリテラ

シーの向上を図るため、人権侵害行為の防止に関する啓発、教育その他必要な施策を実施するものとする。 

（相談及び支援） 

第７条 県は、被害者の心理的負担の軽減等を図るため、人権侵害行為に関する相談体制を整備するとともに、

必要に応じて、次に掲げる支援を行うものとする。 

(1) 特定電気通信役務提供者（法第２条第４号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。）に対

して特定電気通信により流通する人権侵害情報を削除する措置（以下「削除措置」という。）を講ずるよう

申出を行う方法その他の必要な情報の提供及び助言 

(2) 相談の内容に応じた専門的な知識又は技能を有する者の紹介 

(3) 前２号に掲げるもののほか、被害者の心理的負担の軽減等を図るために必要な支援 

（人権侵害情報のモニタリング等） 

第８条 県は、特定電気通信により流通する人権侵害情報（不当な差別が含まれるものに限る。次項及び次条

において同じ。）であって、集団（特定個人（県内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。以下同じ。）

により構成される集団をいう。以下同じ。）又は県内の特定の地域に関するものがないかどうかについて、モ

ニタリングその他の必要な措置を講ずることができる。 

２ 県は、前項の措置により人権侵害情報が特定電気通信により流通していることを把握した場合であって、

必要があると認めるときは、国、市町、特定電気通信役務提供者その他関係機関に対し、情報提供その他必

要な措置を講ずることができる。 

（削除措置の要請） 

第９条 知事は、次に掲げる場合には、特定電気通信役務提供者に対し、削除措置を講ずるよう要請すること

ができる。 

(1) 特定個人若しくは集団又は県内の特定の地域に関する人権侵害情報が特定電気通信により流通している

ことが明らかであり、その流通によって自己の権利を侵害されたとする者からの申出があった場合（当該

者が特定電気通信役務提供者に対し、削除措置を講ずるよう申出を行ってもなお当該申出に係る削除措置

が講じられていない場合に限る。） 

(2) 前条第１項の措置により集団又は県内の特定の地域に関する人権侵害情報が特定電気通信により流通し

ていることを把握した場合 

（指導又は助言） 

第10条 知事は、前条の規定による要請を行ってもなお削除措置が講じられていない場合で、人権侵害行為を

行った者が明らかであり、必要があると認めるときは、当該者に対し、必要な指導又は助言を行うことがで

きる。 

２ 知事は、前項の規定による指導又は助言を行おうとするときは、あらかじめ、当該人権侵害行為を行った

者に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。 

（削除措置の要請等の基準） 

第11条 知事は、第９条の規定による要請及び前条第１項の規定による指導又は助言については、別に定める

基準に基づき行うものとする。 

２ 知事は、前項の基準を定めるに当たっては、表現の自由その他の国民の権利を不当に侵害しないように留

意するものとする。 

３ 知事は、第１項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。これを変更したときも、

同様とする。 

（削除措置の要請等の状況の公表） 

第12条 知事は、毎年度１回、次に掲げる事項を公表するものとする。 

(1) 第９条の規定による削除措置の要請に係る前年度における実施状況 

(2) 第10条第１項の規定による指導又は助言に係る前年度における実施状況 

(3) その他知事が必要と認める事項 

（行財政上の措置等） 
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第13条 県は、人権侵害行為防止・被害者支援施策を推進するため、行政上又は財政上の措置その他の必要な

措置を講ずるものとする。 

附 則 

 この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 

兵庫県住宅再建共済制度条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年12月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

兵庫県条例第45号 

   兵庫県住宅再建共済制度条例の一部を改正する条例 

兵庫県住宅再建共済制度条例（平成17年兵庫県条例第41号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第６項中「次に掲げる場合に該当するとき」を「共済制度の運営に係る経費の節減及び加入の促進の

効果を考慮して共済基金が定める場合において」に改め、同項各号を削る。 

 第９条の２第１項の表１の款及び第２項の表１の項中「対象マンションの建替団体」を「対象マンションの

再生団体」に改め、同条第３項中「対象マンションの建替団体」を「対象マンションの再生団体」に改め、同

項第１号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」

に、「マンション建替組合」を「マンション再生組合」に改め、同項第２号中「マンションの建替え等の円滑化

に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替事業」を「マンション再

生事業」に改める。 

 第９条の３の次に次の１条を加える。 

第９条の４ 前３条の規定にかかわらず、これらの規定により給付されることとなる共済給付金の総額が、限

度額（第７条の規定により共済基金に積み立てられた額（以下「積立額」という。）を限度として、将来自然

災害が発生した場合における共済給付金の給付に要すると見込まれる額その他の事情を考慮して知事が定め

る方法により算定した額をいう。以下同じ。）を超えると見込まれるときは、当該共済給付金の総額が限度額

から積立額までの範囲内となるよう、知事が定めるところにより、共済給付金を給付する。 

 第14条を次のように改める。 

第14条 削除 

 第15条中「前条に定めるもののほか、」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の兵庫県住宅再建共済制度条例第６条第６項（同項第１号

に係る部分に限る。）の規定により複数の共済期間について一括して共済負担金を納付している者の共済負担

金の額については、この条例による改正後の兵庫県住宅再建共済制度条例第６条第６項の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

 

 ひょうご防災減災推進条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年12月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

兵庫県条例第46号 

   ひょうご防災減災推進条例の一部を改正する条例 

 ひょうご防災減災推進条例（平成17年兵庫県条例第42号）の一部を次のように改正する。 

 前文中「伝え」の右に「、世代や地域を超えて繋
つな

いでいくことで」を加える。 

 第２条第１項中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、同項第３号中「経験の」

を「経験と教訓の世代や地域を超えた」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号を同項第３号とし、同項

第１号の次に次の１号を加える。 



令和７年12月15日 月曜日   兵 庫 県 公 報           号  外 

8 

 (2) 消防団及び自主防災組織等（災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第２条の２

第２号に規定する自主防災組織、自治会等の民間団体をいう。以下同じ。）の地域における防災減災の取組

に関する県民の理解及び参画を促進する事業 

 第３条第１項第１号中「災害対策基本法（以下「法」という。）」を「法」に改め、同項第５号を同項第６号

とし、同項第４号を同項第５号とし、同項第３号中「地域で災害に対処するための能力である」を削り、「地域

防災力」の右に「（消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第２条に規定する地域防災力をいう。

以下同じ。）」を加え、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

 (3) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律（平成25年法律第110号）第13条に規定する消防

団員の処遇の改善、同法第14条に規定する消防団の装備の改善その他の消防団の強化に関する事業 

 第３条第３項中「（法第２条の２第２号に規定する自主防災組織、自治会等の民間団体をいう。以下同じ。）」

を削る。 

 第５条の見出し中「自主防災組織等」を「消防団及び自主防災組織等」に改め、同条第２項を同条第３項と

し、同条第１項を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

  消防団は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律に基づき、地域防災力の中核として、

地域に密着し、災害が発生した場合に地域で即時に対応するとともに、自主防災組織等の教育訓練その他の

地域における防災体制の強化に取り組むものとする。 

 第６条中「ボランティア活動、」の右に「阪神・淡路大震災の経験と教訓の世代や地域を超えた継承等」を加

える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

兵庫県立特別支援学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年12月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

兵庫県条例第47号 

   兵庫県立特別支援学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 兵庫県立特別支援学校の設置及び管理に関する条例（昭和39年兵庫県条例第57号）の一部を次のように改正

する。 

 第３条中「、兵庫県立こばと聴覚特別支援学校」を削る。 

 別表兵庫県立こばと聴覚特別支援学校の項を削り、同表兵庫県立氷上特別支援学校の項の次に次のように加

える。 

兵庫県立かこがわ清流特別支援学校 加古川市 

小学部 

中学部 

高等部 

附 則 

 この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、第３条の改正規定及び別表兵庫県立こばと聴覚特別

支援学校の項を削る改正規定は同年４月１日から、同表兵庫県立氷上特別支援学校の項の次に次のように加え

る改正規定（小学部及び中学部に係る部分に限る。）は同年11月１日から施行する。 

 

職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年12月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

兵庫県条例第48号 

   職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の給与等に関する条例（昭和35年兵庫県条例第42号）の一部を次のように改正する。 

  第16条の６第１項第１号中「370,400円」を「371,300円」に改め、同項第２号中「51,600円」を「52,100

円」に改め、同項第３号中「36,100円」を「37,300円」に改める。 
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  第17条第２項第２号中「次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に」を「支給単

位期間につき、66,400円を超えない範囲内で自動車等の種別及び使用距離の区分に応じて人事委員会規則で」

に改め、同号アからキまでを削り、同項第３号中「次に掲げる額の合計額」を「前２号に定める額」に改め、

同号ア及びイを削り、同条中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、同条第４項

中「及び」を「、」に、「合計額）の」を「合計額）及び前項第１号に定める額をその支給単位期間の月数で

除して得た額の」に、「前２項」を「前３項」に改め、「（第２項第３号イに規定する場合にあっては、当該額

と同号イに掲げる額との合計額）」を削り、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

 ４ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、通勤のために使用する自動車等を駐車するための駐車場で人

事委員会規則で定めるもの（以下「駐車場等」という。）を利用してその料金（以下「駐車料金」という。）

を負担するものの通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

  (1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した支給

単位期間の駐車料金の額に相当する額（以下「駐車料金相当額」という。）（次のア又はイに掲げるとき

にあっては、当該ア又はイに定める額） 

   ア 駐車料金相当額を支給単位期間の月数で除して得た額（以下「１箇月当たりの駐車料金相当額」と

いう。）が自動車等の種別に応じて5,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額（以

下「支給上限額」という。）を超えるとき（イに掲げるときを除く。） 支給単位期間につき、支給上

限額に支給単位期間の月数を乗じて得た額 

   イ ２以上の駐車場等を利用するものとして当該駐車料金の額を算出するとき 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げ

る区分に応じ、当該(ｱ)又は(ｲ)に定める額 

    (ｱ) １箇月当たりの駐車料金相当額（１箇月当たりの駐車料金相当額が支給上限額を超えるときは、

支給上限額。(ｲ)において同じ。）の合計額が10,000円以下のとき 支給単位期間につき、駐車料金

相当額（１箇月当たりの駐車料金相当額が支給上限額を超えるときは、支給上限額に支給単位期間

の月数を乗じて得た額） 

    (ｲ) １箇月当たりの駐車料金相当額の合計額が10,000円を超えるとき 駐車場等に係る通勤手当の支

給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、10,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た

額 

  (2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前２項の規定による額 

  第24条第２項中「4,400円」を「4,700円」に、「21,000円」を「22,500円」に、「7,400円」を「7,700円」

に改める。 

  第25条第２項中「100分の125」を「100分の126.25」に、「100分の105」を「100分の106.25」に改め、同条

第３項中「100分の125」を「100分の126.25」に、「100分の70」を「100分の71.25」に、「100分の105」を「100

分の106.25」に、「100分の60」を「100分の61.25」に改め、同条第６項中「100分の172.5」を「100分の175」

に改める。 

  第26条第２項第１号中「100分の105」を「100分の106.25」に、「100分の125」を「100分の126.25」に改め、

同項第２号中「100分の50」を「100分の51.25」に、「100分の60」を「100分の61.25」に改める。 

  別表第１から別表第５までを次のように改める。 
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（公立学校教育職員等の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 公立学校教育職員等の給与に関する条例（昭和35年兵庫県条例第45号）の一部を次のように改正する。 

  第19条第２項第２号中「次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に」を「支給単

位期間につき、66,400円を超えない範囲内で自動車等の種別及び使用距離の区分に応じて人事委員会規則で」

に改め、同号アからキまでを削り、同項第３号中「次に掲げる額の合計額」を「前２号に定める額」に改め、

同号ア及びイを削り、同条中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、同条第４項

中「及び」を「、」に、「合計額）の」を「合計額）及び前項第１号に定める額をその支給単位期間の月数で

除して得た額の」に、「前２項」を「前３項」に改め、「（第２項第３号イに規定する場合にあっては、当該額

と同号イに掲げる額との合計額）」を削り、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

 ４ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、通勤のために使用する自動車等を駐車するための駐車場で人

事委員会規則で定めるもの（以下「駐車場等」という。）を利用してその料金（以下「駐車料金」という。）

を負担するものの通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

  (1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した支給

単位期間の駐車料金の額に相当する額（以下「駐車料金相当額」という。）（次のア又はイに掲げるとき

にあっては、当該ア又はイに定める額） 

   ア 駐車料金相当額を支給単位期間の月数で除して得た額（以下「１箇月当たりの駐車料金相当額」と

いう。）が自動車等の種別に応じて5,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額（以

下「支給上限額」という。）を超えるとき（イに掲げるときを除く。） 支給単位期間につき、支給上

限額に支給単位期間の月数を乗じて得た額 

   イ ２以上の駐車場等を利用するものとして当該駐車料金の額を算出するとき 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げ

る区分に応じ、当該(ｱ)又は(ｲ)に定める額 

    (ｱ) １箇月当たりの駐車料金相当額（１箇月当たりの駐車料金相当額が支給上限額を超えるときは、

支給上限額。(ｲ)において同じ。）の合計額が10,000円以下のとき 支給単位期間につき、駐車料金

相当額（１箇月当たりの駐車料金相当額が支給上限額を超えるときは、支給上限額に支給単位期間

の月数を乗じて得た額） 

    (ｲ) １箇月当たりの駐車料金相当額の合計額が10,000円を超えるとき 駐車場等に係る通勤手当の支

給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、10,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た

額 

  (2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前２項の規定による額 

  第27条第２項中「4,400円」を「4,700円」に、「7,400円」を「7,700円」に改める。 

  第28条第２項中「100分の125」を「100分の126.25」に改め、同条第３項中「100分の125」を「100分の126.25」

に、「100分の70」を「100分の71.25」に改める。 

  第29条第２項第１号中「100分の105」を「100分の106.25」に改め、同項第２号中「100分の50」を「100

分の51.25」に改める。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。 
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第３条 公立学校教育職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  別表第１備考２中「、同表の額に7,700円」を「、同表の額に11,500円を、その職務の級が５級である職員

の給料月額は、同表の額に3,800円」に改める。 

  別表第２備考２中「、同表の額に7,500円」を「、同表の額に11,500円を、その職務の級が５級である職員

の給料月額は、同表の額に4,000円」に改める。 

 （委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第４条 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和35年兵庫県条例第24号）の一部を次のように

改正する。 

  別表第１報酬の日額の欄中「30,300円」を「31,100円」に、「34,700円」を「35,700円」に、「15,700円」

を「16,100円」に、「12,600円」を「13,000円」に、「13,100円」を「13,500円」に、「8,200円」を「8,400

円」に改める。 

 （臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和35年兵庫県条例第53号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第１項中「34,700円」を「35,700円」に改める。 

 （特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第６条 特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例（昭和35年兵庫県条例第54号）の一部を次の

ように改正する。 

  第３条第４項第１号中「100分の172.5」を「100分の175」に改め、同項第２号中「100分の103.5」を「100

分の105」に改め、同項第３号中「100分の51.75」を「100分の52.5」に改める。 

 （労働委員会の斡
あっ

旋員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第７条 労働委員会の斡
あっ

旋員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和35年兵庫県条例第61号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条中「8,200円」を「8,400円」に改める。 

 （土地収用法によるあっせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第８条 土地収用法によるあっせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和35年兵庫県条例

第62号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「15,700円」を「16,100円」に、「12,600円」を「13,000円」に改める。 

 （職員の特地勤務手当等に関する条例の一部改正） 

第９条 職員の特地勤務手当等に関する条例（昭和46年兵庫県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「特地事務所等への異動又は採用の日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の

月額の合計額に、次の各号に掲げる特地事務所等の級別の区分に応じ、当該各号に掲げる割合の２分の１を

乗じて得た額並びに当該」を削り、「の２分の１を乗じて得た額の合計額」を「を乗じて得た額」に改める。 

  第３条の２を削る。 

  第４条第１項中「伴つて」を「伴って」に、「当該異動又は当該事務所等の移転の日現在において当該職員

が受けるべき」を「当該職員が現に受けている」に、「あつて」を「あって」に改め、同条第２項中「特地事

務所等又は準特地事務所等に該当することとなつた事務所等に在勤する職員のうち、」を「職員の給与等に関

する条例第８条の給料表の適用を受ける職員となって特地事務所等又は準特地事務所等に在勤することとな

ったことに伴って住居を移転した職員その他」に改める。 

  附則第２項及び第３項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 

 （一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正） 

第10条 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年兵庫県条例第55号）の一部を次のように改正

する。 

  第５条第１項の表給料月額の欄中「414,000」を「428,000」に、「475,000」を「491,000」に、「538,000」

を「556,000」に、「621,000」を「642,000」に、「722,000」を「746,000」に、「824,000」を「851,000」に

改め、同条第２項の表給料月額の欄中「346,000」を「358,000」に、「382,000」を「395,000」に、「410,000」

を「424,000」に改める。 

  第６条第２項中「100分の125」を「100分の126.25」に、「100分の172.5」を「100分の175」に改める。 

 （一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第11条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年兵庫県条例第62号）の一部を次のように改正す
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る。 

  第７条第１項の表給料月額の欄中「392,000」を「405,000」に、「440,000」を「455,000」に、「492,000」

を「508,000」に、「555,000」を「574,000」に、「634,000」を「655,000」に、「740,000」を「765,000」に、

「864,000」を「893,000」に改める。 

  第９条第２項及び第10条第２項中「100分の125」を「100分の126.25」に、「100分の95」を「100分の96.25」

に、「100分の105」を「100分の106.25」に、「100分の87.5」を「100分の88.75」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条の規定は令和８年１月１日から、第１条中職員の給

与等に関する条例（以下「職員給与条例」という。）第17条の改正規定、第２条中公立学校教育職員等の給与

に関する条例（以下「教育職員給与条例」という。）第19条の改正規定、第４条、第５条、第７条、第８条並

びに附則第９項から第14項までの規定は同年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（職員給与条例第17条の改正規定を除く。）による改正後の職員給与条例（以下「改正後の職

員給与条例」という。）、第２条の規定（教育職員給与条例第19条の改正規定を除く。）による改正後の教育職

員給与条例（以下「改正後の教育職員給与条例」という。）、第６条の規定による改正後の特別職に属する常

勤の職員の給与及び旅費に関する条例（以下「改正後の特別職給与条例」という。）、第９条の規定による改

正後の職員の特地勤務手当等に関する条例（以下「改正後の特地勤務手当条例」という。）、第10条の規定に

よる改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（以下「改正後の任期付研究員条例」という。）及

び第11条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下「改正後の任期付職員条例」

という。）の規定は、令和７年４月１日（以下「適用日」という。）から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の特地勤務手当条

例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第１条の規

定による改正前の職員給与条例、第２条の規定による改正前の教育職員給与条例、第６条の規定による改正

前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例、第９条の規定による改正前の職員の特地勤務

手当等に関する条例、第10条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第11条

の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それ

ぞれ改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の特地勤務手当

条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （令和７年４月１日から同年12月31日までの間における第１号会計年度任用職員の報酬） 

４ 令和７年４月１日から同年12月31日までの間における会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年

兵庫県条例第８号）第２条に規定する第１号会計年度任用職員で同月に同条例第６条の規定による期末手当

を支給されないものの報酬の額の算定における同条例第３条第２項第１号に規定する第２号会計年度任用職

員の給料月額は、改正後の職員給与条例別表第１から別表第５まで、改正後の教育職員給与条例別表第１及

び別表第２並びに附則第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 （特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置） 

５ 改正後の特地勤務手当条例第４条第２項の規定は、令和４年４月２日から適用日の前日までの間に新たに

給料表の適用を受ける職員となって職員の特地勤務手当等に関する条例第２条に規定する特地事務所等又は

同条例第４条第１項に規定する準特地事務所等に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員

（職員給与条例第12条の３に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部

を改正する等の条例（令和４年兵庫県条例第39号）附則第12条に規定する暫定再任用職員を除く。）その他当

該職員との均衡上必要があると認められるものとして任命権者が定める職員にも適用する。 

 （国家公務員等から引き続いて職員となった者の期末手当の特例） 

６ 国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定する国家公務員その他任命権者が別に定める者

（以下「国家公務員等」という。）が令和７年６月１日後に引き続いて職員（職員給与条例第２条に規定する

職員及び教育職員給与条例第２条第１項に規定する職員をいう。この項及び次項において同じ。）となった場

合であって、任用の事情等を考慮して任命権者が必要があると認めるときにおける同年12月に支給する当該

職員の期末手当に係る改正後の職員給与条例第25条第２項及び改正後の教育職員給与条例第28条第２項の規

定の適用については、これらの規定中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の106.25」

とあるのは「100分の107.5」とする。 
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 （職員から引き続いて国家公務員等となった者の期末手当の特例） 

７ 職員が令和７年６月１日後に引き続いて国家公務員等となった場合であって、任命権者が必要があると認

めるときにおける同月に支給された当該職員の期末手当については、附則第２項の規定は、適用しない。 

 （人事委員会規則への委任） 

８ 附則第３項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、人事委員会規則で

定める。 

 （職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

９ 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（平成８年兵庫県条例第35号）の一部を次のように改

正する。 

  附則第14項及び第15項を削り、附則第16項を附則第14項とし、附則第17項を附則第15項とし、附則第18項

を附則第16項とする。 

 （公立学校教育職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

10 公立学校教育職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成８年兵庫県条例第36号）の一部を

次のように改正する。 

  附則第14項及び第15項を削り、附則第16項を附則第14項とし、附則第17項を附則第15項とし、附則第18項

を附則第16項とする。 

 （職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

11 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（平成14年兵庫県条例第63号）の一部を次のように改

正する。 

  附則第５項及び第６項を削り、附則第７項を附則第５項とし、附則第８項から附則第15項までを２項ずつ

繰り上げる。 

12 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（平成24年兵庫県条例第39号）の一部を次のように改

正する。 

  附則第３項から第６項までを削り、附則第７項を附則第３項とし、附則第８項を附則第４項とする。 

 （委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

13 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（令和６年兵庫県条例第９号）の

一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（令和６年兵庫県条例第44号）第５条」

を「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年兵庫県条例第48号）第４条」に改める。 

 （職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

14 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（令和６年兵庫県条例第44号）の一部を次のように改

正する。 

  附則第15項を削り、附則第16項を附則第15項とし、附則第17項から附則第25項までを１項ずつ繰り上げる。 

 

公立学校教育職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年12月15日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

兵庫県条例第49号 

   公立学校教育職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（公立学校教育職員等の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 公立学校教育職員等の給与に関する条例（昭和35年兵庫県条例第45号）の一部を次のように改正する。 

  第13条の３中「者」の右に「（公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和46

年法律第77号）第３条第１項に規定する指導改善研修被認定者を除く。）」を加え、「100分の４」を「100分の

10」に改める。 

  第16条第12号の次に次の１号を加える。 

  (12)の２ 超過勤務手当 

  第26条第２項中「8,200円」を「7,700円」に、「応じて、」を「応じ、教育委員会規則で定める校務の種類

に係る業務の困難性その他の事情を考慮して」に改める。 

  第26条の次に次の１条を加える。 
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  （超過勤務手当） 

 第26条の２ 超過勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その

勤務した全時間について支給する。休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員

についても、また同様とする。 

 ２ 超過勤務手当の額は、前項に規定するその勤務した時間１時間につき人事委員会が定める勤務時間１時

間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間又は休日等における正規の勤務時間中にした次に掲げる勤

務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合（その

勤務が午後10時から翌日の午前５時までの間である場合においては、その割合に100分の25を加算した割

合）を乗じて得た額とする。 

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日（休日等に当たる日を除く。次項において同じ。）にお 

ける勤務 

  (2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 

 ３ 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のう

ち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が７時間45分に達するまでの間

の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間又は休日等における正

規の勤務時間中にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で

人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。 

 ４ 前３項の規定にかかわらず、勤務時間条例第６条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第４条第２項

又は第５条の規定により割り振られた勤務時間（以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超え

て勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間（人事委

員会規則で定める時間を除く。）に対して、その勤務した時間１時間につき、人事委員会が定める勤務時間

１時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得

た額を超過勤務手当として支給する。 

 ５ 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務（勤務時

間条例第４条第１項、第５条及び第６条第１項の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第４条第３項及び

勤務時間条例第６条第２項において読み替えて準用する同条第１項の規定に基づく勤務時間を割り振らな

い日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。）の時間が１箇月について60時間を超えた職

員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第２項及び第３項の規定にかかわらず、その勤務

した時間１時間につき、人事委員会が定める勤務時間１時間当たりの給与額に100分の150（その勤務が午

後10時から翌日の午前５時までの間である場合は、100分の175）を乗じて得た額を超過勤務手当として支

給する。 

 ６ 勤務時間条例第11条の３第１項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間

に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間

の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間１時間につき、人事委員会が定

める勤務時間１時間当たりの給与額に100分の150（その勤務が午後10時から翌日の午前５時までの間であ

る場合は、100分の175）から第２項に規定する人事委員会規則で定める割合（その時間が午後10時から翌

日の午前５時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合）を減じた割合を乗じて得た額

の超過勤務手当を支給することを要しない。 

 ７ 第３項に規定する７時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前２項の規定の適用がある場

合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第２項に規定する人事委員会規則で

定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。 

 ８ 超過勤務手当は、労働基準法（昭和22年法律第49号）第41条各号に該当する職員（教職調整額又は管理

職手当を受ける職員を除く。）については、特に任命権者が必要と認める場合のほかは、支給しない。 

  第27条の２の次に次の１条を加える。 

  （超過勤務手当に関する規定の適用除外） 

 第27条の３ 第26条の２の規定は、教職調整額又は管理職手当を受ける職員には適用しない。 

  附則第４条を次のように改める。 

  （教職調整額に関する経過措置） 

 第４条 次の表の左欄に掲げる期間における第13条の３の規定の適用については、同条中「100分の10」とあ

るのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
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令和８年１月１日から同年12月31日まで 100分の５ 

令和９年１月１日から同年12月31日まで 100分の６ 

令和10年１月１日から同年12月31日まで 100分の７ 

令和11年１月１日から同年12月31日まで 100分の８ 

令和12年１月１日から同年12月31日まで 100分の９ 

 （公立学校教職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第２条 公立学校教職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和35年兵庫県条例第19号）の一部を次のように改正

する。 

  第３条第３号を次のように改める。 

  (3) 削除 

  第３条第10号を次のように改める。 

  (10) 夜間定時制勤務等手当 

  第３条の２第２項第３号及び第４号中「7,500円」を「8,000円」に改める。 

  第４条を次のように改める。 

 第４条 削除 

  第４条の２第１項中「教頭、主幹教諭、教諭及び助教諭である」を「第２条第１号に掲げる」に改める。 

  第９条の見出しを「（夜間定時制勤務等手当）」に改め、同条第１項中「夜間定時制勤務手当」を「夜間定

時制勤務等手当」に改め、「第２条第２号」の右に「又は第３号」を、「うち、」の右に「夜間学級を置く中学

校若しくは義務教育学校の後期課程又は」を加え、「当該課程」を「これらの夜間学級又は課程」に改め、同

条第２項中「夜間定時制勤務手当」を「夜間定時制勤務等手当」に改める。 

 （職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正) 

第３条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年兵庫県条例第43号）の一部を次のように改正する。 

  第５条の２第６項中「第11条第２項において」を「以下」に改める。 

  第11条第１項中「者」の右に「及び給特法第３条第１項に規定する指導改善研修被認定者」を加える。 

  第11条の３第１項中「第22条第５項」の右に「又は公立学校教育職員等の給与に関する条例（昭和35年兵

庫県条例第45号）第26条の２第５項」を加える。 

  第18条第３項中「（昭和35年兵庫県条例第45号）」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、第２条の規定（公立学校教職員の特殊勤務手当に

関する条例第３条の２第２項第３号及び第４号の改正規定を除く。）は、令和８年４月１日から施行する。 

 （教職調整額に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。)前に教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第25条第１

項の規定による認定を受けた者であって施行日の前日までに同条第４項の認定を受けていないものが当該認

定を受けるまでの間における当該者に対する教職調整額及び超過勤務手当の支給については、第１条の規定

による改正後の公立学校教育職員等の給与に関する条例第13条の３、第26条の２及び第27条の３の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

 （人事委員会規則への委任） 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

 （一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

４ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年兵庫県条例第62号）の一部を次のように改正する。 

  第10条第２項中「第27条の２第１項及び第２項」の右に「、第27条の３」を、「同条第２項」の右に「及び

第27条の３」を加える。 

 （会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正） 

５ 会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年兵庫県条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第11条を次のように改める。 

 第11条 削除 

  第12条第１項中「第27条の２」の右に「、第27条の３」を加え、同条第２項中「第12号、第13号」を「第
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12号から第13号まで」に改め、「並びに超過勤務手当」を削る。 


